
　

１
月
23
日
、
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
６
（
Ｒ
８
）
年
４
月
か
ら
基
礎
年

金
が
１
・
９
％
、
厚
生
年
金
が
２
・
０
％
引
き
上
が
る
こ
と
を
公
表
し
た
。

以
下
に
、
今
後
の
年
金
制
度
改
革
の
課
題
も
含
め
て
報
告
す
る
。

 

年
金
額
改
定　
４
年
続
け
て
プ
ラ
ス
も
実
質
は
目
減
り

　

Ｒ
８
年
度
の
年
金
額
の
改
定
は
、
賃
金
変
動
率
が
物
価
変
動
率
を
下
回
っ

た
た
め
、
「
新
規
裁
定
者
」
（
67
歳
年
度
末
ま
で
）
及
び
「
既
裁
定
者
」
（
68

歳
到
達
年
度
か
ら
）
と
も
に
、
賃
金
変
動
率
を
使
っ
て
改
定
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
。

　

前
年
同
様
に
、
賃
金
・
物
価
変
動
率
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

今
回
も
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
実
施
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
２
０
２
５

年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
２
０
２
６
～
２
０
３
０
年
度
の
厚
生
年
金
（
２
階

部
分
）
に
適
用
さ
れ
る

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

の
調
整
率
に
つ
い
て
は
、

通
常
の
３
分
の
１
に
軽

減
し
た
率
を
使
う
こ
と

と
な
っ
た
た
め
、
基
礎

年
金
（
１
階
部
分
）
と

厚
生
年
金
（
２
階
部

分
）
の
改
定
率
が
異
な

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
Ｒ
８
年

度
の
基
礎
年
金
（
１
階

部
分
）
の
年
金
額
改
定

は
、
賃
金
変
動
率
＋

２
・
１
％
か
ら
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
率

▲
０
・
２
％
を
差
し
引
い
た
、
＋
１
・
９
％
と
な
り
、
厚
生
年
金
（
２
階
部

分
）
の
年
金
額
改
定
は
、
賃
金
変
動
率
＋
２
・
１
％
か
ら
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
調
整
率
▲
０
・
１
％
を
差
し
引
い
た
、
＋
２
・
０
％
と
な
っ
た
（
図
表

１
）
。
年
金
額
は
増
え
る
も
の
の
、
２
０
２
５
年
の
賃
金
の
伸
び
が
物
価
の

伸
び
を
１
・
１
％
下
回
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調

整
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
目
減
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

　

こ
の
間
、
基
礎
年
金
と
厚
生
年
金
の
改
定
率
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
率
が
続

い
て
い
た
が
、
Ｒ
８
年
度
は
、
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
基
礎
年
金
を
上
回
っ

た
。
こ
の
理
由
を
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

◆
デ
フ
レ
経
済
下
で
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
が
実
施
さ
れ
ず

　

２
０
０
４
年
の
年
金
改
革
に
お
い
て
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
導
入

さ
れ
た
が
、
２
０
０
４
年
の
見
通
し
で
は
、
厚
生
年
金
、
基
礎
年
金
と
も
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整
は
２
０
２
３
年
に
終
了
す
る
予
定
で
あ
っ

た(

図
表
２
の
①)

。
し
か
し
、
２
０
０
４
年
以
降
、
デ
フ
レ
経
済
が
続
き
、

賃
金
や
物
価
が
上
昇
し
た
場
合
に
効
果
を
発
揮
す
る
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

調
整
は
、
２
０
０
４
年
か
ら
10
年
間
、
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
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厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

な
ぜ
、
基
礎
年
金
よ
り
厚
生
年
金
の
改
定
率
が
高
い
の
か
？

２
０
０
４
年
の
想
定
よ
り
も
基
礎
年
金

が
多
く
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
続
き
、
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
期
間
が
長

引
く
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
将
来

世
代
が
受
け
取
る
基
礎
年
金
水
準
が
引

き
下
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

◆
基
礎
年
金
が
３
割
ほ
ど
低
下

　

２
０
２
４
年
の
財
政
検
証
結
果
で
は
、

基
礎
年
金
は
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

調
整
が
２
０
５
７
年
ま
で
続
き
、
給
付

水
準
（
所
得
代
替
率
）
が
３
割
ほ
ど
低

下
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た(

図

表
２
の
②)

。
一
方
、
厚
生
年
金
は
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
２
０
２

６
年
で
終
了
し
、
そ
の
水
準
低
下
は

０
・
１
％
と
い
う
わ
ず
か
な
率
で
収
ま

る
こ
と
と
な
っ
た
（
詳
細
は
地
公
退

ニ
ュ
ー
ス
１
５
９
号
を
参
照
さ
れ
た

い
）
。

◆
基
礎
年
金
の
底
上
げ
策　
２
０
２
９
年
財
政
検
証
時
に
判
断

　

こ
の
基
礎
年
金
の
水
準
低
下
に
な
ん
と
か
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
、
厚
生

年
金
の
積
立
金
を
活
用
し
て
基
礎
年
金
を
底
上
げ
す
る
案
（
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
の
調
整
期
間
の
一
致
）
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
２
０
２
５
年

６
月
に
成
立
し
た
年
金
改
革
法
で
は
、
こ
の
基
礎
年
金
の
底
上
げ
策
を
実
施

す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
回
２
０
２
９
年
の
財
政
検
証
時
に
判
断
す
る

規
定
が
附
則
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
厚
生
年
金
の

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
２
０
２
６
～
２
０
３
０
年
度
に
か
け
て
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
際
、
厚
生
年
金
受
給
者
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
、
調
整

率
を
３
分
の
１
へ
と
緩
や
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 

更
な
る
適
用
拡
大
と
基
礎
年
金
の
45
年
化
が
優
先
課
題

　

基
礎
年
金
の
底
上
げ
策
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整

期
間
の
一
致
」
の
ほ
か
に
、
「
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
」
と
「
基
礎
年
金

の
拠
出
期
間
の
45
年
化
」
と
い
う
有
力
な
措
置
が
あ
り
、
地
公
退
は
こ
の
二

つ
を
優
先
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
基
礎
年
金
の
拠
出

期
間
を
現
行
の
40
年
か
ら
45
年
に
す
れ
ば
、
給
付
水
準
が
40
分
の
45
に
引
き

上
が
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
雇
用
延
伸
に
あ
わ
せ
て
、
厚
生
年
金
の
仕
組

み
を
よ
り
よ
く
し
て
い
く
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

基
礎
年
金
の
45
年
化
に
は
、
基
礎
年
金
の
２
分
の
１
を
占
め
る
国
庫
負
担

の
財
源
確
保
が
不
可
欠
と
な
る
。
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
期
間
の

一
致
」
で
は
、
厚
生
年
金
の
積
立
金
と
あ
わ
せ
て
同
額
の
国
庫
負
担
を
基
礎

年
金
に
重
点
活
用
す
る
と
し
て
い
る
が
、
地
公
退
は
、
昨
今
の
増
税
に
対
す

る
国
民
の
抵
抗
感
が
強
い
中
で
は
、
こ
の
貴
重
な
国
庫
負
担
の
財
源
を
ま
ず

は
基
礎
年
金
の
45
年
化
に
充
て
る
べ
き
と
考
え
る
。

　

退
職
者
連
合
に
結
集
し
、
被
用
者
保
険
の
更
な
る
適
用
拡
大
と
基
礎
年
金

の
45
年
化
の
早
期
実
現
を
め
ざ
そ
う
。
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Ｒ
８
年
度
年
金
額　
基
礎
年
金
１
・
９
％
引
き
上
げ
へ

被
用
者
保
険
の
更
な
る
適
用
拡
大・基
礎
年
金
の
45
年
化
の
早
期
実
現
を

基礎年金
（１階部分）

厚生年金
（２階部分）

出所：厚生労働省資料をもとに地公退作成

（参考）

（
３
・
２
％
）

物
価
変
動
率＋

１
・
９
％

＋
２
・
０
％

（
２
・
１
％
）

賃
金
変
動
率

マクロ経済
スライドに
よる調整率

年金の
改定率

▲０.１％ ▲０.２％

図表１　2026年度年金額改定のイメージ

図表２　マクロ経済スライド調整の始期と終了時期
　　　　（過去30年投影ケース）

厚生年金
（報酬比例部分）

2004年
[25.7％]

→
2023年
[21.8％]

2024年
[25.0％]

→
2026年
[24.9％]

基礎年金
（二人分）

2004年
[33.7％]

→
2023年
[28.4％]

2024年
[36.2％]

→
2057年
[25.5％]

2004年の財政再計算時の
見通し①

2024年の財政検証時の
見通し②

※[]内は所得代替率。所得代替率とは、現役世代の収入（ボーナス含む）に対
するモデル世帯（夫：40年間就労、妻：専業主婦）の年金額の割合

出所：厚生労働省資料をもとに地公退作成
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２
月
８
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
で
は
、
与
党
で
あ
る
自
民
党
が
単
独

で
衆
議
院
の
３
分
の
２
を
超
え
る
議
席
を
確
保
し
、
日
本
維
新
の
会
と
あ
わ

せ
て
３
５
２
議
席
を
獲
得
し
た
。
今
回
の
選
挙
は
「
高
市
政
権
継
続
の
是

非
」
が
最
大
の
争
点
と
な
り
、
政
策
議
論
は
深
ま
っ
て
い
な
い
。

　

今
後
、
高
市
首
相
が
推
し
進
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
、
「
責
任
あ
る
積

極
財
政
」
な
ど
の
経
済
対
策
、
さ
ら
に
は
安
保
関
連
３
文
書
の
早
期
改
定
等

の
防
衛
政
策
な
ど
に
つ
い
て
、
地
公
退
の
見
解
を
以
下
に
掲
載
す
る
。

 

物
価
は
過
去
５
年
で
約
12
％
上
昇

　

図
表
３
に
２
０
２
０
年
を
１
０
０
と
し
た
場
合
の
消
費
者
物
価
指
数
（
総

合
）
の
推
移
を
掲
載
し
た
。
２
０
２
１
年
ま
で
比
較
的
落
ち
着
い
て
い
た
物

価
が
、
２
０
２
２
年
か
ら
上
昇
幅
が

大
き
く
な
り
、
２
０
２
０
年
か
ら
２

０
２
５
年
に
か
け
て
約
12
％
上
昇
し

た
。

　

一
時
的
と
思
わ
れ
て
い
た
物
価
上

昇
だ
が
、
現
在
も
上
昇
が
続
い
て
い

る
。
複
数
の
要
因
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
主
な

要
因
は
３
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
原

油
や
天
然
ガ
ス
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
の
高
騰
、
ま
た
、
小
麦
、
油
脂
、

飼
料
と
い
っ
た
輸
入
原
材
料
の
価
格

の
上
昇
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
コ
ロ

ナ
禍
後
に
進
ん
だ
円
安
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
コ
ス

ト
増
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
三
つ
目

が
深
刻
な
人
手
不
足
を
背
景
に
し
て
、

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
上
が
っ

て
い
る
こ
と
だ
。

◆
物
価
高
に
苦
し
む
中
低
所
得
者
へ
の
更
な
る
支
援
を

　

昨
年
12
月
16
日
に
補
正
予
算
が
成
立
し
た
。
当
時
の
高
市
首
相
は
、
消
費

税
減
税
の
実
施
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
消
費
税
減
税
に
は

慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
物
価
高
対
策
と
し
て
、
ガ
ソ

リ
ン
暫
定
税
率
の
廃
止
、
電
気
・
ガ
ス
補
助
金
、
地
方
交
付
税
を
財
源
に
自

治
体
が
独
自
に
物
価
高
対
策
（
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
配
布
、
生
活
支
援
事
業

な
ど
）
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
な
ど
の
施
策
を
補
正
予
算
に
盛
り
込
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５
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は
過
去
５
年
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物
価
は
過
去
５
年
で
約

物
価
は
過
去
５
年
で
約

ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
価
高
に
苦
し
む
中
低
所
得
者
へ
の
支
援
と
し
て

は
、
極
め
て
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 

代
替
財
源
の
確
保
は
社
会
保
障
の
維
持
に
不
可
欠

　

２
月
８
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
で
は
、
与
野
党
の
ほ
と
ん
ど
が
消
費

減
税
を
掲
げ
た
。
「
飲
食
料
品
へ
の
消
費
税
を
ゼ
ロ
に
す
る
」
、
食
料
品
に
限

ら
ず
「
消
費
税
を
ゼ
ロ
」
「
消
費
税
を
５
％
」
と
ず
ら
り
と
並
ん
だ
。
挙
句

の
果
て
に
、
消
費
税
減
税
に
は
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
高
市
首
相
が
、

１
月
19
日
の
記
者
会
見
で
食
料
品
に
か
か
る
消
費
税
を
２
年
間
に
限
り
ゼ
ロ

に
す
る
こ
と
を
自
民
党
の
公
約
と
し
て
掲
げ
る
と
公
表
し
、
「
私
自
身
の
悲

願
」
と
ま
で
言
い
放
っ
た
。

　

２
０
２
５
年
度
の
予
算
で
は
、
消
費
税
収
は
31
・
４
兆
円
だ
が
、
地
方
消

費
税
１
％
分
を
除
く
28
・
３
兆
円
は
、
年
金
、
医
療
、
介
護
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
の
社
会
保
障
４
経
費
に
充
て
ら
れ
、
社
会
保
障
目
的
税
化
さ
れ
た

重
要
な
財
源
と
な
っ
て
お
り
、
代
替
財
源
の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
る
。

◆
食
料
品
の
消
費
税
ゼ
ロ
化
の
財
源
確
保
は
簡
単
で
は
な
い

　

高
市
首
相
は
２
月
９
日
の
記
者
会
見
で
、
食
料
品
に
か
か
る
消
費
税
率
を

２
年
間
に
限
定
し
て
ゼ
ロ
と
す
る
減
税
に
つ
い
て
、
「
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
議
論
に
時
間
が
か
か
る
『
給
付
付
き
税
額
控
除
』
の
導
入
ま
で
の
間
に
行

う
つ
な
ぎ
」
と
位
置
づ
け
、
財
源
は
赤
字
国
債
を
発
行
し
な
い
、
野
党
に
も

参
加
を
呼
び
掛
け
る
国
民
会
議
で
議
論
を
進
め
、
夏
前
に
中
間
と
り
ま
と
め

を
行
う
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
２
年
の
時
限
措
置
で
あ
っ
て
も
、
各
年
５

兆
円
（
う
ち
地
方
自
治
体
分
は
１
・
８
兆
円
）
の
食
料
品
の
消
費
税
ゼ
ロ
化

の
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

◆
財
源
確
保
を
先
送
り
し
た
政
策
決
定
は
許
さ
れ
な
い

　

食
料
品
に
か
か
る
消
費
税
率
以
外
で
も
、
ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫
定
税
率
が
昨

年
12
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
が
、
２
０
２
６
年
度
以
降
、
約
１
・
５

兆
円
の
税
収
が
失
わ
れ
る
（
そ
の
う
ち
、
地
方
自
治
体
分
が
約
５
千
億
円
）
。

　

ま
た
、
「
年
収
の
壁
」
（
非
課
税
枠
）
は
現
状
の
１
６
０
万
円
か
ら
１
７
８

万
円
へ
と
、
昨
年
12
月
の
３
党
合
意
に
沿
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
財
務
省

の
試
算
で
は
、
今
回
の
措
置
に
よ
る
追
加
の
減
税
規
模
は
年
間
６
５
０
０
億

円
と
な
り
、
１
０
３
万
円
か
ら
１
６
０
万
円
ま
で
の
引
き
上
げ
に
よ
る
減
税

規
模
は
約
１
・
２
兆
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
計
の
減
税
規
模
は
年
間
約
１

兆
８
５
０
０
億
円
と
な
る
。

　

現
政
権
が
少
し
で
も
政
策
判
断
を
誤
れ
ば
、
い
つ
更
な
る
円
安
に
よ
る
物

価
高
騰
や
長
期
金
利
の
上
昇
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
財
源
確

保
を
先
送
り
し
た
政
策
決
定
は
い
つ
ま
で
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 
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物
価
高
・
円
安
の
是
正
で
生
活
を
安
定
さ
せ
よ

財
源
な
き
減
税
策
・
野
放
図
な
財
政
運
営
に
歯
止
め
を

分
断
・
対
立
か
ら
共
生
へ
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
平
和
な
社
会
を

　

１
月
19
日
、
解
散
を
表
明
し
た
高
市
首
相
は
、
「
国
論
を
二
分
す
る
政
策

に
挑
戦
す
る
」
と
発
言
し
た
が
、
国
論
を
二
分
す
る
政
策
が
何
を
指
す
の
か

は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
自
民
党
と
日
本
維
新
の
会
が
昨
年
10
月
20
日
に

結
ん
だ
連
立
合
意
文
書
か
ら
判
断
す
る
と
、
憲
法
９
条
改
正
に
関
す
る
両
党

の
条
文
起
草
協
議
会
の
設
置
や
緊
急
事
態
条
項
（
国
会
機
能
維
持
お
よ
び
緊

急
政
令
）
に
つ
い
て
、
26
年
度
中
に
条
文
案
の
国
会
提
出
を
目
指
す
、
可
及

的
速
や
か
に
衆
参
両
院
の
憲
法
審
査
会
に
条
文
起
草
委
員
会
を
常
設
す
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
る
等
、
憲
法
改
正
の
動
き
を
加
速
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
安
全
保
障
関
連
３
文
書
の
前
倒
し
の
改
定
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
・
ス
パ
イ
防
止
関
連
法
制
の
速
や
か
な
成
立
、
外
国
人
に
対
す
る
規
制
強

化
、
旧
姓
通
称
使
用
の
法
制
化
等
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
政
権
の
「
ブ

レ
ー
キ
役
」
だ
っ
た
公
明
党
が
連
立
を
解
消
し
、
「
ア
ク
セ
ル
役
」
を
自
任

す
る
日
本
維
新
の
会
と
連
立
を
組
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
公
政

権
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
保
守
色
の
強
い
方
向
へ
、
国
の
根
幹
に
か
か
わ
る

重
要
政
策
の
大
転
換
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
人

フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
外
国
人
差
別
と
排
外
主
義
の
主
張
を
強

調
す
る
政
党
が
議
席
を
伸
ば
し
、
多
様
性
の
否
定
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
社
会

の
分
断
・
対
立
が
強
め
ら
れ
る
動
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

　

地
公
退
は
、
社
会
の
分
断
・
対
立
を
許
さ
ず
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
平
和

な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。

図表３　消費者物価指数（総合）の推移
　　　　（2020年を100とした場合）

出所：総務省のデータをもとに地公退作成 
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